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 杉村定男 議長 

なし 欠 席 委 員 名 

署 名 者  野崎隆太  世古明 

担 当 書 記 中川浩良 

平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算(第 9 号)（教育民生委員会
関係分） 

議案第 13 号  

平成 24 年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算(第２号) 議案第 14 号 

議案第 15 号 平成 24 年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 
 

議案第 16 号 平成 24 年度伊勢市介護保険特別会計補正予算(第４号)  審 議 議 案 

平成 24 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号） 議案第 21 号 

平成 24 年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算
（第１号） 

議案第 24 号 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
等の一部改正について（教育民生委員会関係分） 

議案第 26 号 

伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部改正につい

て（教育民生委員会関係分）  議案第 29 号 

議案第 30 号 伊勢市体育施設条例の一部改正について 

議案第 33 号 伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正につい
て 

議案第 34 号 

わたらい老人福祉施設組合の共同処理する事務の変更及びわた
らい老人福祉施設組合規約の変更に関する協議について 

議案第 36 号 

倉田山公園野球場メインスタンド改築工事（建築工事）の請負契
約について 

議案第 41 号 

 管外行政視察について 

教育長 病院事業管理者 教育部長 健康福祉部長 病院事務部長 

環境生活部長 環境課参事 教育次長 健康福祉部次長 病院事務部参事 

健康課長 新病院建設推進課長 病院経営企画室長 教育総務課長 
説  明  員 

教育総務課副参事 学校教育課副参事 生涯学習・スポーツ課長 
 

医療保険課長 介護保険課長 こども課長 清掃課長 情報戦略局長  
 

行政経営課長 行政経営課副参事 総務部長 ほか関係参与 

 

 
伊 勢 市 議 会 
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審査結果並びに経過 

 
中山委員長開会を宣言し、会議録署名者に野崎委員、世古委員を指名し、「議案第 13 号 平成 24

年度伊勢市一般会計補正予算(第 9号)（教育民生委員会関係分）」「議案第 14 号 平成 24 年度伊勢

市国民健康保険特別会計補正予算(第２号)」「議案第 15 号 平成 24 年度伊勢市後期高齢者医療特

別会計補正予算(第２号)」「議案第16号 平成24年度伊勢市介護保険特別会計補正予算(第４号)」

「議案第 21 号 平成 24 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）」「議案第 24 号 平成 24 年度

伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算（第１号）」「議案第 26 号 議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部改正について（教育民生委員会関係分）」「議

案第 29 号 伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部改正について（教育民生委員会関

係分）」「議案第 30 号 伊勢市体育施設条例の一部改正について」「議案第 33 号 伊勢市病院事業

の設置等に関する条例の一部改正について」「議案第34号 伊勢市病院事業管理者の給与等に関す

る条例の一部改正について」「議案第36号 わたらい老人福祉施設組合の共同処理する事務の変更

及びわたらい老人福祉施設組合規約の変更に関する協議について」及び「議案第 41 号 倉田山公

園野球場メインスタンド改築工事（建築工事）の請負契約について」の 13 件について、順次議題

とし、いずれも全会一致をもって可決すべしと決定した。 

 続いて、「管外行政視察について」を議題とし、４月 15 日月曜日から 17 日水曜日の３日間、視

察先、視察目的を長野県飯田市の「小中連携・一貫教育の取り組みについて」、長野県岡谷市の「新

病院建設について」「医師人事評価制度について」、及び、長野県松本市の「電気自動車（ＥＶ）の

普及、利活用の取り組みについて」と決定し、委員会を閉会した。 

 

開会 午前９時 59 分 

 

◎中山裕司委員長 

それでは、ただいまから教育民生委員会を開会をいたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立をいたしております。 

これより会議に入ります。 

会議録署名者２名を委員長において指名いたします。 

野崎委員、世古委員、両名にお願いをいたします。 

本日御審査いただきます案件は、去る３月４日の本会議におきまして、教育民生委員会に審査付託を

受けました 13 件及び管外行政視察についてであります。 

案件名につきましてはお手元に配付の審査案件一覧のとおりであります。 

お諮りいたします。 

審査の方法につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。また委員間の自由討議につきましては、申し出がありましたら行いた
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いと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

【議案第 13 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）中 教育民生委員会関係分】 

◎中山裕司委員長 

それでは、「議案第 13 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）」中、教育民生委員会関係

分を御審査願います。 

補正予算書 58 ページをお開きください。 

款３民生費のうち項１社会福祉費、項２老人福祉費、項３児童福祉費、項４生活保護費及び項６国民

年金事務費を一括で御審査願います。 

御発言はございませんか。 

はい、副委員長。 

 

○吉岡勝裕副委員長 

63 ページをお願いしたいと思います。 

老人福祉費のところで少しお尋ねさせていただきます。 

大事業６の施設福祉事業というとこで、（２）番、老人福祉施設建設等補助金が１億 1,143 万 1,000

円、大きな減額ということで補正を組んでいただいております。 

これにつきましては、地域密着型で整備をしていこうということに対する事業所に対する補助金とい

うことでありましたけれども、これが大きな減額となっております。 

この辺の説明をまずお願いしたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

介護保険課長。 

 

●大井戸清人介護保険課長 

内訳を御説明させていただきます、こちらの委員仰せのとおり、施設整備関係でございまして、種類

といたしましては、定期巡回随時対応型訪問介護看護、これに 3,500 万、認知症対応型通所介護２カ所

でございますが、デイサービスでございます、五十鈴圏域・小俣圏域合わせて 2,600 万、それから小規

模多機能型居宅介護面的整備の分、それから開設準備分も含めまして、これら合計で１億 1,143 万 1,000

円の減額となっております。以上でございます。 

 

◎中山裕司委員長 

副委員長。 

 

○吉岡勝裕副委員長 

ありがとうざいました。 

結構なところでできなかったということですけれども、議会側としてもですね、これ予算をつけてそ

の整備をぜひやっていただきたいということでお願いもしたわけですけども、若干やはり介護の職員の

皆さんの集まり方であったりとか、またその事業者に対する、考え方であったり、なかなか専門的な分

野が非常に多かったのかなということで、この整備まで至らなかったということだと思いますけれども、
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後これがですね、繰り越してまたお願いもしていかなければいけないと思いますけども、その辺の作成

につきましてですね、少しお聞かせいただきたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

課長。 

 

●大井戸清人介護保険課長 

委員仰せのとおり 25 年度の予算におきまして、介護保険事業計画分、それから 24 年度に補助金事業

採択の部分をですね、計上させていただきました。こちらにつきましては、公募という方法をとらせて

いただいておりますので、おっしゃるとおり法人さんとしてはですね、整備の方針等あるかと思います。 

できるだけ早期にこれから公募をさせていただくとともにですね。各市内の法人事業所さん等にです

ね、積極的にそういった公募のお知らせ等、働きかけをしていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

 

〔「ありがとうございました、終わります」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

他に御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、款３民生費を終わります。 

次に補正予算書の 74 ページをお開きください。 

款４衛生費を一括で御審査願います。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、款４衛生費を終わります。 

次に補正予算書 82 ページ、お開きください。 

款５労働費、項１労働諸費、目２緊急地域雇用対策事業費、（大事業）緊急雇用創出事業のうち（中

事業）（１）教育文化関連雇用対策事業、（５）子育て関連雇用対策事業、（６）医療関連雇用対策事業

及び（８）介護福祉関連雇用対策事業を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、款５労働費を終わります。 

次に、補正予算書 118 ページ、118 ページをお開きください。 

款 11 教育費を款一括で御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、款 11、教育費を終わります。 

以上で議案第 13 号平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算第９号中、教育民生委員会関係分の審査を終

わります。 

続いて討論を行いますが討論ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 13 号、平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算第９号中教育民生委員会関係分につきまして、原

案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第 13 号中、教育民生委員会関係分は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 14 号 平成 24 年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 14 号、平成 24 年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算第２号を御審査願います。 

補正予算書 147 ページ、147 ページをお開きください。 

本件につきましては一括審査といたします。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようでございますので以上で討論は終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 14 号、平成 24 年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算第２号につきまして、原案どおり可

決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御異議なしと認めます。 

よって議案第 14 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 15 号 平成 24 年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 15 号、平成 24 年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号を審査願います。 

補正予算書 197 ページ、197 ページをお開きください。 

本件につきましても一括審査といたします。 

御発言はございませんか。 

 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようでございますので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 15 号、平成 24 年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号につきまして、原案どおり

可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

はい。御異議なしと認めます。 

よって、議案第 15 号は、原案どおり可決すべしと決定いたしました。 

 

【議案第 16 号 平成 24 年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第４号）】 

◎中山裕司委員長 

次に議案第 16 号、平成 24 年度伊勢市介護保険特別会計補正予算第４号を御審査願います。 

補正予算書 217 ページ、217 ページをお開きください。 

本件につきましても一括審査といたします。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようでございますので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 16 号、平成 24 年度伊勢市介護保険特別会計補正予算第４号につきまして、原案どおり可決す

べしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御異議なしと認めます。 

よって、議案第 16 号は、原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 21 号 平成 24 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）】 

◎中山裕司委員長 

次に議案第 21 号、平成 24 年度伊勢市病院事業会計補正予算第２号を御審査願います。 

補正予算書 315 ページ、315 ページをお開きください。 

本件につきましても一括審査といたしますが、御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

はい。御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 21 号、平成 24 年度伊勢市病院事業会計補正予算第２号につきまして、原案どおり可決すべし

と決定をいたしまして、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御異議なしと認めます。 

よって議案第 21 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 24 号 平成 24 年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算（第１号）】 

◎中山裕司委員長 

次に議案第 24 号、平成 24 年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算第１号を御審査願

います。 

補正予算書 345 ページ、345 ページをお開きください。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが討論ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 24 号、平成 24 年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算第１号につきまして、

原案どおり可決すべしと決定して御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第 24 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 26 号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部改正につ

いて（教育民生委員会関係分）】 

◎中山裕司委員長 

 次に、議案第 26 号、条例関係でございます。 

議案第 26 号よろしゅうございますか。 

はい。それでは、議案第 26 号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の

一部改正について、教育民生委員会関係分を御審査願います。 

条例関係の議案書の３ページをお開きください。３ページ、よろしゅうございますか。 

３ページお開きください。 

本委員会関係分につきまして、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例、第３条から第８条を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

議案第 26 号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部改正中、教育

民生委員会関係分につきまして原案どおり可決すべしと決定をいたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい。御異議なしと認めます。 

よって議案第 26 号中、教育民生委員会関係分は、原案どおり可決すべしと決定をいたしました 

 

【議案第 29 号 伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部改正について（教育民生委員

会関係分）】 

◎中山裕司委員長 

次に議案第 29 号、伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部改正中、教育民生委員会関係

分を御審査を願います。 

条例関係の議案書 29 ページ、29 ページをお開きください。 
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本委員会関係分につきましては、伊勢市体育施設条例の一部改正を御審査願います。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようですので以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 29 号、伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部改正中、教育民生委員会関係分に

つきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

異議なしと認めます。 

よって議案第 29 号中、教育民生委員会関係分は、原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 30 号 伊勢市体育施設条例の一部改正について】 

◎中山裕司委員長 

次に議案第 30 号、伊勢市体育施設条例一部改正についてを御審査願います。 

条例関係の議案書 36 ページ、36 ページお開きください。よろしゅうございますか。 

はい。お開きをいただきまして、何か御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようですので、以上で討論を終わります。 
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お諮りをいたします。 

議案第 30 号、伊勢市体育施設条例の一部改正につきまして、原案どおり可決すべしと決定して御異

議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。異議なしと認めます。 

よって議案第 30 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 33 号 伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 33 号、伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてを御審査願います。 

条例関係の議案書 49 ページをお開きください。49 ページです。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。ないようでございますので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

議案第 33 号、伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正につきまして、原案どおり可決すべ

しと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい、御異議なしと認めます。 

よって議案第 33 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 34 号 伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正について】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 34 号、伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正についてを御審査願い

ます。 

条例関係の議案書 52 ページ、52 ページをお開きください。 
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御発言はございませんか。 

中村委員。 

 

○中村豊治委員 

議案第 34 号、伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の改正に、少し関連させていただいて、

市立伊勢総合病院のですね、平成 24 年度の総括と申しますか、そういうことを少し質問させていただ

きたい思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

特にあの、平成 24 年度のですねこの伊勢病院の取り組みといたしまして、新たな取り組みといたし

ましてこの組織の変更とかですね、さらには財政の健全化とか、さらには医療の質の向上とか、人材育

成、いろんな形で平成 24 年度についてはですね、新たな取り組みということで、やってまいったわけ

でありますね。 

で、今回、事業管理者の給与等に関する条例についてもですね、やっていくんだということで条例も

新しく出たわけなんですが、そこで少し整理をさせていただきたいのは、この組織の改編、例えば経営

企画室や新病院建設推進室の設置、それから財政の健全化に対する不良債務の解消、経営改善等の支援、

つまり経営コンサルタントを入れながら、アドバイザー契約をやってですね伊勢病院の状況をよくして

いくと、さらにはその奨学資金の問題とか、医師確保制度の問題、そして本会議、事業管理者のですね

この給与等に関する条例等でてきたわけなんでありますが、そこで少しお尋ねをさせていただきたいの

は、医師確保手当はですね、昨年の 10 月から導入をされまして、医師のモチベーションが非常に私は

上がったという具合に思っておるんですけれども、この点、５カ月を経過をいたしましてですね、どの

程度、総括をされておるのか、まず１点確認をさせていただきたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

事務部長。 

 

●佐々木昭人病院事務部長 

すいません、今、さまざまな 24 年度の当病院の取り組みについて、御紹介もいただきましたし、そ

の中で医師確保手当がどのように医師のモチベーションにつながっているかというお問い合わせかと

いうふうに思います。 

実はあの医師の数についてはですね、24 年度当初よりも現在は減少しておる。特に 10 月には内科医

の方が減少しておるという中でですね、今回の補正予算の総括の表にも出ておりますけども、入院患者

については、昨年並みあるいは昨年をまだ３月が出ておりませんのでわかりませんが、少し上回るよう

な状態で推移するのではないか、これについてはですね、やっぱり医師の先生方が新しい病院の方向性

が見えたということと、市として手厚いさまざまな支援をいただいた、このことが医師のその結果につ

ながってますしモチベーションの向上につながっているというふうに理解をいたしております。 

 

◎中山裕司委員長 

中村委員。 

 

○中村豊治委員 

24 年度の当初からですね、現在、お医者さんが減っておると、こういうことで、数名減っておるとい
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うことをお聞きしておるんですけれども、この医師確保手当がですね、やっぱり功を奏しないと、こう

いうようにみていいわけなんですか、その点どのように総括されておられますか。 

 

◎中山裕司委員 

事務部長。 

 

●佐々木昭人病院事務部長 

この医師の減少はですね、医師確保手当を導入する以前のお話として、生じた問題でございまして医

師確保手当を新設してからはですね、１名ですね、いわゆる医局人事ではなくて、御本人の御都合で替

わられるという方がみえましたけども、その後は出ておりません。 

その中でやはり医師確保手当をすることによっておっていただいとる先生、まずは本当は他から来て

いただくのが１番いいと思うんですが、おっていただいとる先生がですね、非常にこう市の取り組みに

対して理解もしていただいて、今頑張っていていただいておる状態ではないかというふうに思っており

ます。まだ確保手当して半年たっておりませんので、具体的なご発表できるような医師の確保のお話し

というのはできませんが、今後これを大いに活用しながらですね、医師確保につなげていきたい、この

ように考えております。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

つまりモチベーションとしてはですね、まあ一応向上しておると、このように判断させていただきた

いと、このように思います。 

今回この医師の人事評価制度の中でですね、事業管理者についても適用すると、こういうようなこと

で今回の条例が出てきておるんですが、この業績Ａ、このＡのみだということで、今回スタートするわ

けですけれども、この業績Ａに対しての事業管理者の評価について、どなたがやられるか少し整理して

いただければお願いしたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、病院管理者。 

 

●藤本昌雄病院事業管理者 

これはですね、業績そのものですので、数字で出てくるものです。 

例えば、外来での収益ですね、僕は外来４回やってますのでその収益が出てまいります。 

それに全国平均をかけて割り出したものですので、客観的なものだけをとっております。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 
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まあ、業績評価ということで客観的にも数字がすぐに出てくると、こういうような形で評価をしてい

くということなんですが、特にあの、当面はこの業績Ａのみでですね評価をしていくというようなこと

で整理をされておるんですけれども、例えば、業績Ｂとかですね、行動評価のＡとかＢとか、これにつ

いてもですね、これから追加をされると、こういうようなことで書かれてはおるんですけれども、これ

大体いつごろの予定なんでしょうね。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、室長。 

 

●佐々木一晃経営企画室長 

ほかの評価方法につきましては、平成 25 年度をめどに適正な、評価方法、基準を定めたいと考えて

おります。 

以上です。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

他の業績評価については平成 25 年度をめどに、26 年度から実施をしていくと、こういう形でよろし

いわけですね。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、室長。 

 

●佐々木一晃経営企画室長 

そのとおりでございます。 

 

◎中山裕司委員長 

中村委員。 

 

○中村豊治委員 

今回、医師確保手当が月間 20 万、それが今回のこの人事評価制度について、これはどの程度つけら

れるわけですか。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、室長。 

 

●佐々木一晃経営企画室長 

シミュレーションをしたところ、平均としまして、１人 23 万程度となる見込みでございます。 
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◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

６月、12 月に 23 万程度ということでよろしいわけですか。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、室長。 

 

●佐々木一晃経営企画室長 

言葉足らずですいません、６月、12 月で、半期で 23 万程度ということになります。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

是非ですね、そういうことであれば、この業績Ｂ、さらには行動評価ＡＢも含めてですね、総合的な

評価をですね、できるだけ早くお願いをしたいということで、質問は終わっておきたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

広委員。 

 

○広耕太郎委員 

１点だけ確認よろしいですか。あの、先ほど医師の数のこと言われてますけど、そのカウントの仕方

なんですが、例えば、麻酔科の方が今度三重大のほうに替わられますよね。 

その方は、一週間のうちに 1.5 日しかいない。その行った１人と、その方の人件費は伊勢市が持つと

いうような話を、それはちょっとお聞かせください。 

 

◎中山裕司委員長 

事務部長。 

 

●佐々木昭人病院事務部長 

今、麻酔科医のお問い合わせかというふうに思います。 

これについては、予算特別のほうでも、お話をさせていただきましたが、私どもとしても将来の新病

院の緩和ケア病棟、こういったことも含めてですね、三重大のほうへ私どもの職員として研修に行くと

いう立場で三重大の方とお話をさせていただいております。 

三重大のほうで、その麻酔とか、そういった部分、緩和とか、そういった部分をさらに研修をしてい

くそういったことで、派遣をさせていただくということで整理をさせていただいております。 
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◎中山裕司委員長 

はい、広委員。 

 

○広耕太郎委員 

ということでその方も１名としてカウントされるということですね、はい結構です。 

 

◎中山裕司委員長 

ほかにございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長  

はい。御発言もないようでございますので以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが討論ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 34 号、伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正につきまして、原案どおり可

決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第 34 号は、原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 36 号 わたらい老人福祉施設組合の共同処理する事務の変更及びわたらい老人福祉施設

組合規約の変更に関する協議について】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 36 号、わたらい老人福祉施設組合の共同処理する事務の変更及びわたらい老人福祉施

設組合規約の変更に関する協議についてを御審査願います。 

条例関係の議案書の 59 ページ、59 ページお開きください。よろしゅうございますか。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようでございますので、審査を終わります。 

続いて討論を行いますが討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号、わたらい老人福祉施設組合の共同処理する事務の変更及びわたらい老人福祉施設組合

規約の変更に関する協議につきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御異議なしと認めます。 

よって議案第 36 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 41 号 倉田山公園野球場メインスタンド改築工事（建築工事）の請負契約について】 

◎中山裕司委員長 

次に、議案第 41 号、倉田山公園野球場メインスタンド改修工事の請負契約についてを御審査願いま

す条例関係の議案書の 75 ページ、75 ページ。 

よろしゅうございますか、75 ページをお開きください。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

議案第 41 号、倉田山公園野球場メインスタンド改築工事の請負契約につきまして、原案どおり可決

すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御異議なしと認めます。 

よって議案第 41 号は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

よろしい･･････。 

以上で、当教育民生委員会に付託を受けました案件の審査は終了いたしました。 

委員長報告文の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

続いて、管外行政視察の審査のため、当局参与の方は御退席願いたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 10 時 31 分 

再開 10 時 32 分 

 

【管外行政視察について】 

◎中山裕司委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、管外行政視察について審査を願います。 

本件につきましては先日お集まりいただき、御協議いただいたものでございます。資料をごらんくだ

さい。 

本視察日につきましては、４月 15 日月曜日から 17 日水曜日までの「３日間」、また、視察先につき

ましては、長野県飯田市の「小中連携・一貫教育の推進について」、２つ目に長野県岡谷市の「岡谷市

新病院建設について」及び「医師人事評価制度について」、３つ目といたしまして、長野県松本市の「電

気自動車（ＥＶ）の普及・利活用の取り組みについて」以上４項目について、視察受け入れの内諾を得

ているところでございます。 

この件につきまして何か御発言はございませんか。 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

いつもであればですね、行政当局の皆さんが同行するというような、その辺はいかがですか。 

 

◎中山裕司委員長 

あのその点ですね、まだ皆さんの意見もお聞きをいたしましてですね、当局側とまた打ち合わせをい
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たしたいと思うんですが、皆さん方どうでしょうか。 

当局側も同行したほうがええかどうか、ここでちょっと御議論いただきたいと思います。 

どうぞ、広委員。 

 

○広耕太郎委員 

せっかくですから、行ける方は･･････（「参加を」と呼ぶ者あり）はい。 

 

◎中山裕司委員長 

どうですか。 

 

○中村豊治委員 

特に病院の関係と学校教育の関係含めてですね、やっぱりできたら一緒に参加していただくというこ

とで･･････（「わかりました」と呼ぶ者あり）いいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

あの、中村委員、広委員の両名から当局側もできたら視察を、その中でも中村委員が申されましたよ

うに病院関係と教育関係、この関係につきましてはですね、ぜひとも出席をということでございますの

で、私のほうから当局側に、その旨申し出をいたします。恐らく同行さしていただきたいという事にな

ろうかと思いますので、また、そうなりましたらまた皆さん方に追って御報告を申し上げますので、よ

ろしくお願いをいたしたいとます。 

それではお諮りをいたします。 

本視察日、視察先、視察目的につきまして、ただいま説明いたしましたとおり決定して御異議ござい

ませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定をいたしました。本件行政視察の日程は閉会中にあたりますので、閉会中の継続を調

査として議長に申し出をいたしたいと思いますが御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定をいたしておきます。 

また、行程につきましては詰める必要がありますので、詳細につきましては、正副委員長に御一任願

いたいと思いますが御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

次に、視察報告書につきましてですが、視察終了後、各委員から正副委員長に所感を提出いただき、

正副委員長において報告書を提出するということに決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

 はい、御異議なしと認めます。 

そのように決定いたします。 

以上で御審査願います案件はすべて終わりました。 

それではこれをもちまして、教育民生委員会を閉会をいたしたいと思います。 

 

 

閉会 午前 10 時 37 分 

 

 

 

 

上記署名する 

  平成 25 年３月 18 日 

 

  

    委 員 長 

 

 

 

    委   員 

 

 

 

    委   員 

 

 


